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ベトナム税務当局は、ベトナムにおける事前確認制度（APA）のプロセス

改善において大きな進展を遂げようとしています。移転価格問題に対しコ
ストセーブと確実性を確保したいと考える納税者に対し、APAという選択
肢が有効となるように税務当局はコミットメントを示そうとしています。
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ご一読ください



ベトナムにおける事前確認制度
(APA)の進展

01
APA (Advanced Pricing 
Agreement)は、関連者間取引に対し、
相互に合意された移転価格（TP）を設
定するために、1つまたは複数の税務
当局との間で締結される最大3年間
の契約です。このプロセスは、税務管
理法38/2019/QH14、政令
126/2020/ND-CP、および通達
45/2021/TT-BTCによって規制され、
2021年に施行されました。これにより、
納税者は移転価格算定方法や利益
水準について税務当局と合意に達す
ることができます。

02
APAは、移転価格を扱う納税者に明
確な利点を提供します。APAは、納税
者の移転価格ポリシーと取引が税務
当局に受け入れられる可能性を高め、
二重課税のリスクを大幅に低減します。
さらに、移転価格調査の可能性を最小
限に抑え、必要な文書を明確にするこ
とで記録保管に関する要件を効率化し、
コンプライアンスコストを低減します。
最終的に、APAにより納税者は税負
担をより正確に予測できるようになりま
す。

03
2026年半ばに最終決定が見込まれる
新祖是管理法において、APAプロセス
がより実効性のあるものとなると期待さ
れています。

さらに、2025年7月1日から有効となる
新たな政令である政令122/2025/ND-

CPは、財務省と税務当局に多くの状
況においてAPAに署名する権限を与え
ます。これにより、過去よりも早くAPA

が成立することができるようになると考
えられます。
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